
開 催 日 令和６年10月14日（月）

開 会 時 間 午後２時00分

閉 会 時 間 午後３時00分

開 会 場 所 選挙管理委員会室

出 席 者

　本日の書記：長﨑委員

１ 決 定 事 項 （１）選挙人名簿及び在外選挙人名簿の登録等について

（２）直接請求に必要な選挙権を有する者の数について

（４）公職の候補者が行う個人演説会の公営施設の設備の程度及び使用に関する定め並びに

　　ともにその費用の額を決定した。

（６）投票立会人の選任について

（７）期日前投票所投票管理者及び同職務代理者の選任について

　　理者を選任した。

　　　衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に係る期日前投票管理者及び同職務代

　　ア　選挙権を有する者の数の３分の１：48,937人

　　イ　選挙権を有する者の数の６分の１：24,469人

　　ウ　選挙権を有する者の数の50分の１： 2,937人

　　  なる者が０人で、10月14日現在の登録者数は489人。登録者数は前回の登録時より３

　　　東京都選挙管理委員会の執行計画に基づき、中央区選挙管理委員会主な事務日程を

　　　令和６年10月14日現在の直接請求に必要な選挙権を有する者の数（署名数）を次のと

選 挙 管 理 委 員 会 
１０月臨時会会議録

　選挙管理委員：山内栄一郎委員長、青木眞知子委員、長﨑良雄委員

　事　 務　 局：石井事務局長、町元選挙担当係長、渋谷主事

　　　　令和６年10月８日から13日までの間に登録要件を満たした者が３人、抹消の対象と

（３）中央区選挙管理員会における衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行事務

　　　日程について

　　確認した。

　　選任した。

　　　費用額の決定について

　　　令和６年10月27日執行の衆議院議員選挙に係る選挙運動において、立候補者が個人演

　　説会を行うことのできる公営の会場（区民館や区立小・中学校など）の設備を定めると

　　  人増となる。

　　おり決定し、10月14日付けで告示する。

次第及び会議内容

　　ア　選挙人名簿

　　　　令和６年９月２日から10月13日までの間に登録要件を満たした者が2,066人、令和

　　　６年９月２日から10月13日までの間に抹消の対象となる者が1,344人で10月14日現在

　　　の登録者数は146,810人。登録者数は前回の登録時より722人増となる。

　　イ　在外選挙人名簿　

（５）投票管理者及び同職務代理者の選任について

　　　衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に係る投票管理者及び同職務代理者を

　　　衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に係る投票立会人を選任した。



２ 報 告 事 項

３ そ の 他

　　いて、東京都選挙管理委員会からの通知により、確認した。

（１）当面の日程について

　　　選挙管理委員が出席する令和６年12月までの主な事業（開票立会人打合せ会など）の

　　日程を確認した。

≪告示事項≫

　　　衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査選挙に係る期日前投票管理者及び同職

　　務代理者について令和６年10月15日に告示する。

　　　衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査選挙に係る投票管理者と及び同職務代

　　10月15日に告示する。

（14）指定在外期日前投票所の告示について

　　　衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査選挙の指定在外期日前投票所を定め、

　　場所及び日時を定め、令和６年10月15日に告示する。

（16）開票管理者及び同職務代理者の告示について

　　　衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査選挙の開票管理者及び同職務代理者に

　　ついて令和６年10月15日に告示する。

（１）衆議院（小選挙区選出）議員選挙事前審査修了者について

　　　令和６年10月11日現在の衆議院（小選挙区選出）議員選挙事前審査修了者の状況につ

（８）期日前立会人の選任について

　　　衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に係る期日前投票立会人を選任した。

　　令和６年10月15日に告示する。

（15）開票の場所及び日時の告示について

　　　衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査選挙に係る開票の場所及び日時を定

　　め、令和６年10月15日に告示する。

（10）投票管理者及び同職務代理者の告示について

（11）期日前投票所の投票管理者及び同職務代理者の告示について

（13）期日前投票所の告示について

　　　衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査選挙の期日前投票所を定め、令和６年

（９）開票管理者及び同職務代理者の選任について

　　　衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査選挙に係る開票管理者及び同職務代理

（17）開票立会人のくじを行う場所及び日時の告示について

　　　衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査選挙に係る開票立会人のくじを行う

　　者を選任した。

（12）各投票区の投票所の告示について

　　　衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査選挙の各投票所を定め、令和６年10月

　　15日に告示する。

　　理者について令和６年10月15日に告示する。


